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第５８部 １ 市町村における取組みの概要                              
 

山口県県民活動促進基本計画においては、県は、市町村及び県民活動を支援する役割や機

能を持つ県民活動支援機関等と連携・協力して諸施策を進めていくこととされています。 

地域によっては、市町村や県民活動支援機関等により既に積極的な取組みが行われている

ところもありますが、今後とも基本計画に基づき、それぞれの地域の特性や実情に合わせた

施策の推進が期待されます。 

ここでは、市町村及び市町村域内を活動エリアとしている県民活動支援機関／県民活動

支援拠点の概況を説明した後、各地域におけるこれまでの取組みや１５年度の計画等を市町

村域ごとに紹介します。 

 

（１）市町村の主な取組み 

市部を中心として、ＮＰＯやボランティア団体等との協働事業が行われています。特に、

宇部市、山口市、岩国市、柳井市などでは委託事業が相当数実施されています。 

委託事業の事例としては、イベントや研修会等の委託をはじめ、市民活動センターをＮＰＯ

法人に委託するもの（14,15年度山口市）や市民参加型施設の建設計画への参画から運営まで

を市民組織に委託するもの（15年度下関市）、駅前放置自転車等の整備・監視をＮＰＯ法人

に委託するもの（14,15年度宇部市）など多彩な事業が実施されています。 

 

補助事業については、特定の分野における事業費補助が多くなっていますが、市民団体が

自主的に行う活動に対し、公募・公開審査を経て補助を行う事業もみられます（14,15年度

柳井市）。 

 

そのほか、ボランティア活動に里親制度を導入している事業（15 年度山口市）や市民活動

災害保障保険制度の導入（14 年度徳山市、15 年度周南市）、各種の公的な委員会への県民

活動団体の参画、普及啓発のための講座の開催などの積極的な取組みが行われています。 

 

新しい動きとしては、下関市において、「下関市民協働参画条例（下関パートナーシップ

条例）」が平成１５年６月１日から施行されています。県民活動の関係では、県内の市町村で

は初めての条例制定となりました。なお、条例ではありませんが、山口市では基本方針を定

めており、周南市では旧徳山市で策定した指針を継承することとしています。また、宇部市

や防府市でも策定を検討中です。 

 

また、県民活動団体が公共施設等を利用するときの使用料の減免措置を設けている市町村

は２３団体、ＮＰＯ法人に対する市町村民税の減免規定がある市町村は１８団体、職員の

ボランティア休暇制度を有する市町村は３４団体となっています。  
            

 
 
 
 



（２）県民活動支援機関／県民活動支援拠点の取組み 
 

①市町村の支援センター 

県民活動を総合的に支援する市町村の活動支援センターは、現在、５市１町に８施設が

設置されています。このうち、市町村が設置し運営も市町村が行っているのは、下関市、

周南市(２施設)、岩国市、三隅町の５施設、市町村が設置しＮＰＯ法人に運営を委託してい

るのは山口市の１施設、ＮＰＯ法人が設置、運営とも行っているのは下関市と宇部市にそれ

ぞれ１施設ずつあります。周南市と下関市には複数設置されていますが、いずれも平成１５

年度に入ってから１施設ずつ増加しました。今後も支援センターの設置に向けて、各市町村

における積極的な取組みが期待されます。 

機能としては、情報の収集提供、活動の相談・コーディネート等のほか、施設によっては

会議室や会議スペース、事務機器等が利用できるところもあります。 

また、研修事業や交流事業などの実施により、人材育成やネットワークづくりを支援して

いるところもあります。 

 

②市町村の社会福祉協議会（ボランティアセンター） 

社会福祉協議会は県内全市町村に設立されている社会福祉法人ですが、「福祉の輪づくり運

動」などを通じて以前からコミュニティに根ざした地域福祉活動やボランティア活動の支援

を行っています。 

特にボランティア活動については、社会福祉協議会にあるボランティアセンター（又は

ボランティアコーナー、ボランティア連絡協議会）を中心に主として福祉分野の活動を支援

しています。 

主な事業としては、広報誌の発行等の普及啓発事業、ボランティアの交流会やサロン事業

などの交流促進事業、研修や講座の開催による人材育成事業、ボランティア団体への活動

助成事業をはじめ、ボランティア活動保険の加入促進や学校との連携によるボランティア

学習の推進、企業ボランティア活動の協力等を行っています。 

また、災害時には被災地における災害ボランティア活動の取りまとめ役として中心的な役

割を担っています。 

 

③勤労青少年ホーム 

勤労青少年ホームは勤労青少年のための総合的な労働福祉施設であり、山口県には１４の

施設があります。勤労青少年ホームの機能としては様々なものがありますが、県民活動支援

拠点として最も関連があるのは、「ボランティア活動の拠点としての機能（第６次勤労青少年

福祉対策基本方針）」です。 

勤労青少年が社会人としての責任を果たしていくため、ボランティア活動等の社会参加

活動に関する情報の収集・提供、相談活動の実施、ボランティア活動のコーディネーターや

指導者の育成、講座等の機会の活用によるボランティア活動の促進、地域との交流促進に

よる社会参加活動のための環境整備、企業による従業員のボランティア活動の支援（第７次

勤労青少年福祉対策基本方針）等を行う役割を担っています。 



これらの基本方針に基づき、県内の勤労青少年ホームにおいては、地域社会との交流促進

事業や研修事業等を実施しています。 

 

④市町村青少年奉仕活動・体験活動支援センター 

設置されている市町村によって名称は様々ですが、平成１４年度から設置がはじまり、

現在１９市町村に設置されています。平成１６年度までに全市町村に設置される予定です。

学校の内外を通じたボランティア活動などの社会奉仕活動、そのほか様々な体験活動の場や

機会の充実を目的として、活動の情報提供やコーディネートを行い、子どもたちの奉仕活動・

体験活動の推進を図っています。 

情報誌や人材バンクパンフレット、ホームページ等を使った普及啓発やボランティア活動

のコーディネート・相談、研修事業の開催、体験活動の企画実施等を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市町村及び市町村域で活動している県民活動支援機関・県民活動支援拠点における取組み         



 
 
 
（１） 下関市域の取組み 

①下関市の取組み 

下 関 市  

住 所：〒750－8521 下関市南部町 1－1  総合窓口：下関市ＮＰＯ等支援センター〈市民活動課内〉 
T E L：0832－31－1826   E-mail：skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 
F A X：0832－31－1809   U R L：http://mirai.city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

計画・制度等 

① 条例・計画等：下関市市民協働参画条例（下関パートナーシップ条例） 
② 公共施設等使用料の減免制度：検討中 
③ 法人市町村民税の減免制度（ＮＰＯ法人）：あり 
④ボランティア休暇制度（職員）：あり 

主 な取組 み 

【平成 14 年度】 
①委託事業：1 事業 

下関を広く国内外にアピールすることを目的とした普及啓発活動を維新関連団体、 
まちづくり団体などで構成する実行委員会に委託。 

②補助事業：2 事業 
女性の地位向上と社会参加促進を図るための自主的な組織活動に対する支援などの
補助事業を実施。 

【平成 15 年度】 
①委託事業：2 事業 

しものせき環境みらい館啓発棟の運営を行う事業などを市民組織等に委託。 
②補助事業：2 事業 

女性の地位向上と社会参加促進を図るための自主的な組織活動に対する支援などの
補助事業を実施。 

 
 
②県民活動支援機関／県民活動支援拠点の取組み 

下関市市民活動支援コーナー  

住 所：〒750－0043 下関市東神田町 9－1 下関市民センター内 
T E L：0832－31－9616  E-mail：skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 
F A X：0832－35－0334  U R L：http://mirai.city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

利用可能日時 火曜日～金曜日 9:00～20:30 土・日曜日及び祝日 9:00～17:00 
（休館日：月曜日及び 12/29～1/3） 

利 用設備 等 情報ボックス／情報掲示板等／書籍の閲覧・貸出し／印刷機／交流スペース 

主な支援内容 市民や市民活動団体に市民活動に関する情報の収集や交流の場を提供するとともに、会報
などの印刷作業の場を提供するために設置 

 
 
 



県民活動団体等との「協働」の事例 

 
 
行政、事業者、県民が「相互の存在意義を認識し尊重しあい、相互にもてる資源を出し合い、対

等な立場での共通の目的を達成するため、お互いに協力すること」を「協働」と呼び、各市町村に

おいて取組みが進んできています。ここではその一例を紹介します。 
 
 
 
 

◎しものせき環境みらい館啓発棟運営委託（下関市：ＮＰＯ法人に委託） 
循環型社会を目指した体験型のリサイクル情報発信拠点として、市民 

参加型の施設を目指した施設（啓発棟）であり、建設計画から市民の意 
見を反映させるとともに、その運営についても特定非営利活動法人「環 
境みらい下関」に委託しました。市民の皆さんがゴミの減量、リサイク 
ル等について、見て、触れて、楽しく学習できるようリサイクル教室を 
開催するなどの啓発事業を行っています。 
 
 
 
 
 

◎真締川・塩田川をきれいにする協議会（宇部市真締川・塩田川周辺自

治会、学校、企業、行政） 
昭和３６年に協議会が発足、真締川沿いの公園の清掃活動など環境

美化に取り組み始め、現在は、真締川・塩田川周辺の自治会をはじめ、

その趣旨に賛同した団体や個人が自主的に参加し、割り当てられた清

掃区間を受け持つ里親制度として、春と秋の年２回の一斉清掃作業や､

団体等による随時の清掃作業のほか、真締川まつり、めだかの放流、

チヌの放流などの行事を行っています。 
 
 
 
 
 

◎子育て支援事業（山口市：ＮＰＯ法人に委託） 
家庭及び地域の子どもの養育の向上を図ることを目的に、子育て

中の母親が気軽に交流できる拠点・子育てほっとサロン「テトテト」

を市内中心商店街の空き店舗を活用、設置し、市からＮＰＯ法人に

子育てに関する相談や啓発活動、また、子育て支援養成のための講

座の開催、短時間の託児サービスなどの運営を委託しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

◎地域ふれあい運動推進校活動事業（萩市：市内小学校１２校対象補助事業） 
  学校週５日制の実施を背景に、子どもを中心とする地域の教育的課題 

に対応し、様々な地域資源を活用した子どもの活動支援や高齢者等の幅 
広い世代間とのふれあい交流支援を行う事業です。高齢者との郷土伝承 
芸能の学習会、親子スポーツ教室等様々な事業を実施しています。写真 
は昨年１１月に実施した人形劇講演会の及び交流会の一コマです。何よ 
りも島外の子どもとの交流が出来たこと、保護者の心に多くのふれあい 
をさせたいという気持ちが芽生えたことが収穫であったと思います。 

 
 
 
 

◎手話奉仕員養成事業（長門市：ボランティア団体に委託） 
長門手話友の会はボランティア会員３０名で構成しており、平成

１４年度から手話奉仕員養成講座を市の委託事業として、週１回開

催しています。入門課程から基礎課程、フォロー講習会をろうあ者

とも協力しあって運営しています。 
 


